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疑義解釈資料の送付について（その４）

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平成22年厚生労働省告示第69

号）等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項

について」（平成22年３月５日保医発0305第１号）等により、平成22年４月１

日より実施しているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を

別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。

なお、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（平成22年３月29日付事務

連絡）の問157及び「疑義解釈資料の送付について（その３）」（平成22年４月

30日付事務連絡）の問23については廃止します。



〈 別 添 〉

医科診療報酬点数表関係

【他医療機関の受診】

（問１） 出来高入院料を算定する病床に入院中の患者について、入院医療機関に

おいて行うことができない専門的な診療が必要となり、他医療機関を受診

した際に、投薬を行った場合には、その費用はどのように取り扱うのか。

（答） 他医療機関において、専門的な診療に特有な薬剤を用いた投薬に係る費用

（調剤料、薬剤料、処方料又は処方せん料等）を算定できる。また、薬局にお

いて調剤した場合には、当該薬局において調剤に係る費用を算定できる。

※ 出来高入院料を算定する病床とは、ＤＰＣ算定病床以外の病床であって、療養病棟入

院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料を除く入院基本料を算

定する病床をいう。

（問２） 入院中の患者が他医療機関を受診する場合、入院医療機関、他医療機

関、薬局間での処方内容等の情報共有は、どのように行うのか。

（答） 他医療機関において院内処方を行う場合には、他医療機関が入院医療機関に

対して処方の内容を情報提供する。

また、他医療機関が処方せんを交付する場合には、処方せんの備考欄に、①

入院中の患者である旨、②入院医療機関の名称、③出来高入院料を算定してい

る患者であるか否かについて記載して交付することとし、当該処方せんに基づ

き調剤を行った薬局は、調剤内容について入院医療機関に情報提供する。

※ 出来高入院料を算定する患者とは、ＤＰＣ算定病棟に入院する患者以外の患者であっ

て、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料を除く

入院基本料を算定する患者をいう。

（問３） 入院中の患者が他医療機関を受診した場合に、入院医療機関や他医療機

関の診療報酬明細書には、摘要欄に「診療科」を記載することとされてい

るが、どの医療機関の診療科を記載するのか。

（答） 入院医療機関の診療報酬明細書には他医療機関において受診した診療科を記

載し、他医療機関の診療報酬明細書には入院医療機関の入院中の診療科を記載

する。


